
☛訓練、休業等の実施日に、その実施状況を確認するため、事前連絡
なしに職員が突然訪問することがあります。

☛実地調査にあたっては、出勤簿、賃金台帳等、支給要件の確認に必
要な書類等を、状況に応じてご提示いただきます。

☛事業主の方のみならず、従業員の方にもヒアリングをさせていただく
場合があります。

事業主の皆さまへ

雇用関係助成金

実地調査へのご協力のお願い

厚生労働省・香川労働局・ハローワーク

香川労働局職業安定部職業対策課 助成金センター

〒７６０－００１９ 高松市サンポート２－１
高松シンボルタワータワー棟１２階

☎０８７－８２３－０５０５

雇用関係助成金は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭

の両立支援、従業員の能力向上などのため、多くの事業主の皆さ
まにご活用いただいております。

これらの助成金については、事業主の皆さまの適正な支給を推
進する観点から、提出いただいた計画届の訓練や休業等の実施
確認、支給申請内容の確認などのため、事業所訪問による実地調
査を随時実施しています。

調査対象となった事業主の皆さまには、調査にご協力いただきま
すようお願い申し上げます。


